
石綿（アスベスト）の「事前調査結果の報告」
が義務化されました︕
延べ床面積が80㎡以上の建築物の解体工事、請負金額が100万円以上の建築物の改修
工事、請負金額が100万円以上の特定工作物の解体・改修工事、総トン数が20トン以上
の鋼製船舶の解体・改修工事が報告対象です。（令和4年4月1日施行）

● 石綿事前調査結果報告システムから電子報告が必要です



建築物の事前調査は、
①建築物石綿含有建材調査者 又は
②アスベスト診断士（令和5年9月までに日本アスベスト調査診断協会に登録された者）
のいずれかが実施する必要があります （令和5年10月1日施行）

詳しくは、石綿総合情報ポータルサイトをご覧ください
https://www.ishiwata.mhlw.go.jp/
（トップページ＞工事の元請業者のみなさまへ）

お問い合わせ
釧路労働基準監督署 第２・３方面 電話 0154-45-7836

事前調査は有資格者に行わせてください︕

（R4.8）

● 調査漏れにご注意ください！

※ 外壁仕上塗材は原則として分析調査が必要です！
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出典：目で見るアスベスト建材（国土交通省）

出典：日本建築仕上材工業会
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